
「図で考えて思わず納得！」社労士記憶術

保険料の滞納労働保険料徴収法２ 2009年４月７日

２４５号

（ｃ）2009　Ｃｏｐｙright　Tomoya　Hoshino　Ａｌｌ　ｒｉｇｈｔｓ　ｒｅｓｅｒｖｅｄ

事業主 政府

保険料滞納

督促状

○○までに保険料を支払え！

督促状発送日から１０日以上

納期限までに完納

納期限までに完納せず

滞納処分 延滞金


